
 

利府中学校の部活動に係る活動方針 
 

１ 活動日，活動時間 

 （１）平日 

   活動時間は２時間程度とし，ウォーミングアップ及びクーリングダウン，用具等の片付けに要す

る時間も含む。ただし，活動時間についてはスクールバスの時間に合わせ調整する。 

月 活動時間 完全下校 

４月～９月 ～１７：４５ １８：００ 

１０～３月 ～１６：４５ １７：００ 

 

（２）休日 

   原則として９時００分から１６時００分までの間で，３時間程度の活動を行う。また，活動前と

活動後に，教員特殊業務手当台帳兼支給整理簿（別紙）を事務職員に提出する。 

 

（３）中止 

  ①定期考査期間中の場合（教科数の分だけ中止） 

    ５教科考査 ：試験前５日間 ＋ 試験当日 

②職員会議日や気象条件，諸事情により学校長が判断した場合 

 ※夏季の活動指針は別項目 

 

（４）長期休業中の活動 

活動計画書を事前に提出する。 

 

２ 休養日の設定 

 （１）学期中の休養日の設定 

原則として９時００分から１６時００分までの間で，３時間程度の活動を行い、週当たり２日以

上の休養日（平日に１日，土日に１日以上）を設定する。ただし，週末に大会参加等で活動した場

合は，休養日を他の日に振り替える。やむを得ず土日の両日に活動を行った場合，翌週の土日の

活動をなくすなどし，月の中で調整して原則に従うこと。 

※  １１月～３月は，原則として，週当たり３日の休養日を設定する。ただし，大会参加等の事

情がある場合は，校長の許可を受け，活動することができる。 

 土 日 土 日 

例① 半日 OFF 半日 OFF 

例② 半日 半日 OFF OFF 

例③ 一日 OFF OFF OFF 

 

 （２）長期休業中の休養日の設定 

長期休業中の土曜日・日曜日については，大会を除いて原則休養日とする。また，ある程

度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 



 

３ ハイシーズンの設定 

 （１）ハイシーズン 

    ハイシーズンとは，中体連主催及びそれに準ずる大会，またはその上位大会等，目標とする大

きな大会の前４週間のことをいう。管理職の決裁を得て年間計画の中でハイシーズンを設定する

ことができる。 

 

（２）ハイシーズン期間中の活動 

Ⅰ．活動日と休養日 

 ハイシーズンとして活動日を増やし，その分，それ以外の時期の休養日を十分に確保する。

以下の方針を厳守し，生徒の身体的な疲労の蓄積やバーンアウト（燃え尽き）を防止するとと

もに，部活動に対する意欲の維持，向上に努める。 

・原則として９時００分から１６時００分までの間で，３時間程度の活動を行う。 

・土曜日と日曜日の両日に活動を行った場合は，月曜日は休みとする。 

・２週続けて土曜日と日曜日の両日の計４日間に活動することは認めない。必ず１日は 

休養日とすること。 

 

Ⅱ．活動延長 

     参加する大会の２週間前から部活動を３０分延長することができる。その際，以下に挙げる

内容を厳守する。 

     ①部活延長の旨を学校長に相談し，許可を受ける。 

     ②部活動延長実施願を部活動担当に提出する。 

（書類は部活動担当→特活主任→教頭→学校長の流れで確認する） 

③各家庭に連絡し，承認を得る。承諾書を受け取る。（活動延長の趣旨，下校時の送迎など） 

④延長期間終了後，部活延長実施報告書（様式２）を部活動担当に提出する。 

（③と同様の流れで確認する） 

 

   Ⅲ．中止期間中の活動 

     参加する大会と中止期間（定期考査等）が重なった場合，平日１時間，休日３時間の部活動

をすることができる。その際，以下に挙げる内容を厳守する。 

     ①部活実施の旨を学校長に相談し，許可を受ける。 

     ②部活動実施願を部活動担当に提出する。 

（書類は部活動担当→特活主任→教頭→学校長の流れで確認する） 

③各家庭に連絡し，承認を得る。承諾書を受け取る。（活動実施の趣旨，下校時の送迎など） 

④実施期間終了後，部活実施報告書（様式２）を部活動担当に提出する。 

（③と同様の流れで確認する） 

 

４ その他 

①平日の休養日については，会議等が設定され部活動が休みとなる日を当てるが，会議等が 

ない週については，教務が月の行事予定に設定する日とする。 

②やむを得ない事情が生じた場合は，速やかに管理職に報告・相談すること。 



 

 

※夏季の活動指針は「（公財）日本体育協会『スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック』」 

を参照する 

 


